
理

由

林
業
経
営
の
効
率
化
及
び
森
林
の
管
理
の
適
正
化
の
一
体
的
な
促
進
を
図
る
た
め
、
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
に

つ
い
て
、
市
町
村
が
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
、
森
林
所
有
者
か
ら
経
営
管
理
権
を
取
得
し
た
上
で
、
自
ら
経
営
管
理

を
行
い
、
又
は
経
営
管
理
実
施
権
を
民
間
事
業
者
に
設
定
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


